
第７１回 藤沢市消防団消防操法大会 
 

 

１ 目  的  藤沢市では、これまで消防操法の基準（昭和 47 年消防庁告示 2）の

ポンプ車操法による活動を原則とし、５人乗車していなければ出動がで

きないものとしていました。しかし、近年、被雇用者の増加などの理由

により、出動時における参集に５人を確保することに大変苦慮していた

ため令和 4 年度に考案した『4 人で実施可能な実災害に即した藤沢市オ

リジナルのポンプ操法』の強化を目的に本大会を実施するものです。 

 
２ 日  時  ２０２３年（令和５年）７月２日（日） 

開 会 式   午前８時３０分 

        競技開始   午前８時４５分 

        閉 会 式   午前１１時３０分（予定） 

 
３ 場  所  藤沢市消防防災訓練センター（石川３４１７－１） 

 

４ 次  第  開会宣言 

        優勝旗返還 

        市長あいさつ 

        市議会議長あいさつ 

        来賓者紹介 

        競技開始 

        成績発表 

        表  彰 

        講  評 

        閉会宣言 

 

５ 出場部隊  第１分団から第３１分団 

 

６ 競技内容  ポンプ車４人操法とし、ホースカーによりホース 1 線３本延長し、

安全かつ迅速な放水をするもの。 

 

７ 審  査  事前検査、行動審査、計時審査により、車両・資機材の取扱い、各番

員の安全・確実・迅速性を審査し、「操作はじめ」から火点標的が倒れ

るまでの時間を計測する。※標準所要時間１２０秒 

 

〔昨年度大会の画像〕 

〔今年度訓練画像〕 



出場順 Ａコース(本部席側） Ｂコース(訓練塔側）

1 第 ３ 分団(片瀬地区） 第１０分団(辻堂地区)

2 第１７分団(円行地区） 第２３分団(長後地区）

3 第２２分団(高倉地区） 第 ９ 分団(本町・善行地区）

4 第１９分団(遠藤地区） 第１５分団(亀井野地区）

5 第 ８ 分団(西富地区） 第 ６ 分団(村岡地区）

6 第 ７ 分団(南藤沢地区） 第１４分団(西俣野地区）

7 第２１分団(高倉地区） 第２５分団(長後地区）

8 第１３分団(石川・天神町地区） 第２０分団(遠藤地区）

9 第１８分団(下土棚地区） 第２９分団(菖蒲沢地区）

10 第 ２ 分団(片瀬州鼻通地区) 第 ４ 分団(鵠沼海岸地区）

11 第１１分団(明治地区） 第 １ 分団(江の島地区）

12 第２７分団(打戻地区） 第３１分団(葛原地区）

13 第 ５ 分団(本鵠沼地区） 第１６分団(亀井野地区）

14 第２４分団(長後地区） 第１２分団(大庭地区）

15 第２６分団（獺郷地区） 第３０分団（用田地区）

過去５年間の成績「優勝分団」

第７０回大会 第　 ３ 分団 片瀬地区

第６９回大会 第 １０ 分団 辻堂地区

第６８回大会 第 　７ 分団 南藤沢地区

第６７回大会 第 １０ 分団 辻堂地区

第６６回大会 第 　５ 分団 本鵠沼地区

第７１回　藤沢市消防団消防操法大会出場順


